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●�コンビニ交付サービス停止　マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスは全国一斉システムメンテナンスなどのため、終日利用できません。
　■程12月29日㈬～１月３日㈪・19日㈬　
　■問市民課☎481－7041～3

■ 令和４年度手話講習会
手話通訳者養成クラス受講者募集
■日４月からの毎週火曜日午前10時～正午頃（予定）
■所総合福祉センター
■対市内在住・在勤・在学で、調布市手話講習会基礎ク
ラス修了者または同程度の実力のある方　
■内２年コース（令和４年度養成基本・令和５年度養成
応用）　
■定15人程度（選考試験あり）
■費4000円
選考試験日／２月１日㈫午前10時～　
■他詳細は要項・申請書（社会福祉協議会で配布、また
は社会福祉協議会■HPから印刷可）参照　
■申■問１月５日㈬～19日㈬（必着）に調布市社会福祉協
議会〒182－0026小島町２－47－１総合福祉センター
４階☎481－7800・ 444－6606へ（平日午前９時～午
後５時）

■ 介護のおしごと入門講座
～高齢者家事援助編～
◎調布市高齢者家事援助ヘルパー養成研修
■程２月１日㈫～４日㈮・８日㈫・９日㈬・11日㈷　
■所こころの健康支援センター別館２階研修室　
■対市内在住の方　
■定申し込み順16人　
■費無料　
■申■問申込書（福祉人材育成センター、総合福祉センタ
ー、市民活動支援センターで配布または福祉人材育成
センター■HP（上のQRコードからアクセス可）から印
刷可）を１月27日㈭までに福祉人材育成センター☎
452－8180へ本人が持参。代理人申し込みの場合は委
任状が必要※健康保険証・運転免許証などで本人確認
 （社会福祉協議会）

■ 知的障害者援護施設なごみ入所者募集

■対①市内在住で在宅の女性
　② 愛の手帳を所持し、障害者総合支援法に基づく障

害福祉サービス（施設入所支援）の受給決定を受
けている方または見込みがある方　

■定１人（多数選考）
■費障害者総合支援法などの規定により算出した利用料
とそのほかの実費　
■申12月28日㈫までに申込書を直接障害福祉課（市役所
２階）へ
■問障害福祉課☎481－7094

　　税金・保険・年金

■ 市税の納付は口座振替を
～申し込みは郵送でも可能～

【納付期限】
　お手元の納付書でお納めください。納付方法の詳細
は納付書または市■HPなどをご覧ください。納付書がな
い方は、納税課までご連絡ください。
○固定資産税・都市計画税／第３期・12月27日㈪
○国民健康保険税／第６期・12月27日㈪
○個人市・都民税（普通徴収）／第４期・１月31日㈪
【口座振替対象税目／納期限・申込期限】
○ 個人市・都民税（普通徴収）／
　随時期（２月28日㈪振替）・１月20日㈭（必着）
○ 固定資産税・都市計画税／
　第４期（２月28日㈪振替）・１月20日㈭（必着）
○ 国民健康保険税／
　第８期（２月28日㈪振替）・１月20日㈭（必着）
■申依頼書（市内の取扱金融機関に備え付け。郵送希望
は要連絡）で申し込み※キャッシュカード（来庁者本
人名義）と本人確認書類を市役所に持参し、その場で
手続き可。詳細は市■HPまたは問い合わせ　
■他個人市・都民税の年金特別徴収（公的年金からの天
引き分）は、口座振替不可
■問納税課（市役所３階）☎481－7214～20※10月から、
国民健康保険税の納付に関する窓口は納税課に変更

■ 市民課・保険年金課・納税課の休日窓口

■程12月26日㈰、１月８日㈯・23日㈰
■時午前９時～午後１時　
■他保険年金課は国民健康保険のみ取り扱い
■所■問市民課（市役所２階・市役所１階101会議室）
　　☎481－7041～5
　　保険年金課（市役所２階）☎481－7052
　　納税課（市役所３階）☎481－7214～20

■ 償却資産の申告期限は１月31日㈪

　令和４年１月１日現在、市内に耐用年数が１年以上
の事業用償却資産を所有している個人・法人は、期限
までに申告が必要です。
【申告の対象となる事業用償却資産の例】
構築物／屋外駐車場の舗装路面、庭園、緑化施設など
機械と装置／各種製造設備などの機械と装置など　
船舶／ボート、遊覧船など　
航空機／飛行機、ヘリコプターなど
車両と運搬具／大型特殊自動車、フォークリフトなど

（自動車税、軽自動車税の対象となるものは除く）
工具・器具と備品／事務用機器、自動販売機など　
■他詳細は市■HP参照。事業用償却資産の課税標準額の合
計額が150万円未満の事業者は課税されませんが、申
告が必要。電子申告（eLTAX）の利用可
■問内容／資産税課☎481－7207　電子申告／地方税共
同機構（エルタックスヘルプデスク）☎0570－081459

（つながらない場合は☎03－5521－0019）

■ 認定長期優良住宅にかかる
固定資産税（家屋）の軽減

　長期優良住宅の認定を受け、令和４年３月31日㈭ま
でに住宅を新築した場合、申請することで当該家屋の
固定資産税の軽減が受けられます（一定要件あり）。
■締新築した翌年の１月末まで（必着）　
■申■問長期優良住宅認定通知書の写しと申告書（資産税
課（市役所３階）で配布または市■HPから印刷可）を〒
182－8511市役所資産税課☎481－7208・9に郵送また
は持参

寄附をした方は税の申告をお忘れなく～市・都民税（住民税）の寄附金税額控除～

控除対象となる寄附金控除対象となる寄附金
●通常の寄附金
■対都道府県・市区町村への寄附金（ふるさと寄附金（ふるさと納税））、東京都共同募
金会、日本赤十字社東京都支部に対する寄附金、東京都が条例で指定した寄附金、調
布市が条例で定めた寄附金（下表）

※東京都が指定した寄附金は東京都主税局■HP参照、または東京都課税指導課☎03－
5388－2969へ問い合わせ
●被災地に対する寄附金など
■対令和３年中の被災自治体への寄附金、ほかの自治体や国を通じての被災者への義援
金と日本赤十字社や中央共同募金会などへの義援金（最終的に被災地方団体または地
方団体の義援金配分委員会などに拠出されることが新聞記事、募金要綱または募金趣
意書などで明記されているもの）
● 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止・延期・規模縮小となったイベントの
チケットなどの払い戻しを辞退した方への控除
■対文部科学大臣が指定するイベント　■他詳細は文化庁■HPまたはスポーツ庁■HP参照

申告書の記入申告書の記入
　確定申告書第２表「住民税に関する事項」または市・都民税申告書表面の「寄
附金に関する事項」欄に寄附金額を記入。どちらかの書類に記載がないと控除
が受けられません。

必要書類必要書類
① 自治体、国、募金団体から交付された受領証または預り証※ふるさと納税の

場合は特定事業者（国税庁■HP参照）が発行する年間寄附金額が記載された「寄
附金控除に関する証明書」で代用可

② 振込依頼書の控えまたは郵便振替の半券（共に原本に限る）※振込先が国、
被災自治体、日本赤十字社または中央共同募金会の義援金専用口座以外の場
合は、半券に記載された口座が、募金団体により設けられた義援金などの専
用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱または募金趣意書などの
写し

③ 新聞社などが募金団体の場合は、寄附者の住所、氏名と寄附金額が記載され
た新聞記事など

④ チケットの払戻しを受けないことでイベント主催者へ寄附した場合は、イベ
ント主催者から交付された指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書

手続き手続き
　３月15日㈫までに税務署に所得税の確定申告をしてください。確定申告をし
ない方は、令和４年１月１日現在お住まいの市区町村で市・都民税（住民税）
の申告をしてください。

■問市民税課☎481－7193～7

区　　分
調布市が条例で定めた寄附金

条　　件
財務大臣　指定寄附金
独立行政法人への寄附金
地方独立行政法人への寄附金
公益社団法人・公益財団法人への寄附金
学校法人への寄附金
社会福祉法人への寄附金
更生保護法人への寄附金
認定NPO法人への寄附金

特定公益信託の信託財産とするための支出

市内に事務所または事業所を有する
法人に対する寄附金であること

特定公益信託の信託財産とするため
に支出した寄附金であること
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